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本件につき、 異議申立人らからの書証一式及び証拠説明書の提出をいまだ受けておら

ず、 また、 異議申立書記載事項以外の主張はいまだなされていないところであるが、 審
理が併合されている平成 19年付議第 l号ないし第 4号、 第 22 号、 第 23号、 平成 20年
付議第 3号、 第 4 号、 第 6号及び第 9号事件と同一の証拠が異議申立人らから提出され
ること及び異議申立人らから同一の主張がなされることを前提として、 総務大臣は、 以
下のとおり答弁及び主張する。
総務大臣は、 異議申立ての趣旨に対する答弁及び異議申立ての理由に対する認否につ
いて、平成 19年 5月 16 日付け付議第 2号事件に係る平成 19年 10月 12 日付け準備書面

(1)を援用する。
総務大臣は、 平成 19年 3月 23 日付け付議第 1号事件、 平成 19年 5月 16 日付け付議
第 2 号事件、 平成 19年 7月 11日付け付議第 3号事件、 平成 l9年 9月 12 日付け付議第
4号事件、平成 19年 11月 14 日付け付議第 22 号事件及び平成 19年 12月 12 日付け付議
第 23 号事件に係る平成 20 年 1月 31日付け準備書面(3)、 平成 19年 3月 23 日付け付議
第 1号事件、 平成 19年 5月 16 日付け付議第 2号事件、 平成 19年 7月 11日付け付議第
3号事件、平成 19年 9月 12 日付け付議第 4号事件、 平成 19年 11

′月 14 日付け付議第 22
号事件及び平成 19年 12月 12 日付け付議第 23号事件に係る平成 20年 3月 7 日付け準備
書面(4)、 平成 19年 3月 23 日付け付議第 1号事件、 平成 19年 5月 16 日付け付議第 2号
事件、 平成 19年 7月 11日付け付議第 3号事件、 平成 19年 9月 12 日付け付議第 4号事
件、 平成 19年 11月 14 日付け付議第 22号事件、 平成 19年 12月 12 日付け付議第 23号
事件及び平成 20 年 3 月 12 日付け付議第 3 号事件に係る準備書面(5)の 1I、 平成 19 年 3
月 23 日付け付議第 1号事件、 平成 19年 5月 l6 日付け付議第 2号事件、 平成 19年 7月

11日付け付議第 3号事件、 平成 19年 9月 12 日付け付議第 4号事件、平成 19年 11月 14
日付け付議第 22 号事件、 平成 19年 12月 12 日付け付議第 23号事件及び平成 20年 3月

l2 日付け付議第 3号事件に係る準備書面(6)、 平成 19年 3月 23 日付け付議第 1号事件、
平成 19年 5月 16 日付け付議第 2号事件、 平成 19年 7月 11日付け付議第 3号事件、 平
成 19 年 9月 12 日付け付議第 4号事件、 平成 19年 11月 14 日付け付議第 22 号事件、 平
成 19 年 12月 12 日付け付議第 23号事件、 平成 20年 3月 12 日付け付議第 3号事件及び

平成 20年 5月 21日付け付議第 4号事件に係る準備書面(8)、 平成 19年 3月 23 日付け付
議第 1号事件、 平成 19年 5月 16 日付け付議第 2号事件、 平成 19年 7月 11日付け付議
第 3 号事件、 平成 19年 9月 12 日付け付議第 4 号事件、 平成 19年 11月 14 日付け付議第

22 号事件、 平成 19年 12月 12 日付け付議第 23号事件、 平成 20年 3月 12 日付け付議第

3 号事件及び平成 20 年 5月 21 日付け付議第 4 号事件に係る準備書面(9)、 平成 19 年 3
月 23 日付け付議第 1号事件、 平成 19年 5月 16 日付け付議第 2号事件、 平成 19年 7月

11日付け付議第 3号事件、 平成 19年 9月 12 日付け付議第 4 号事件、 平成 19年 11月 14
日付け付議第 22 号事件、 平成 19年 12月 12 日付け付議第 23号事件、 平成 20年 3月 12
日付け付議第 3 号事件、 平成 20 年 5月 21 日付け付議第 4 号事件及び平成 20 年 7月 9
日付け付議第 6 号事件に係る準備書面(11)、 平成 19 年 3月 23 日付け付議第 1号事件、
平成 19年 5月 16 日付け付議第 2号事件、 平成 19年 7月 11日

k付け付議第 3号事件、 平

成 19年 9月 12 日付け付議第 4号事件、 平成 19年 11月 14 日付け付議第 22号事件、 平

成 19年 12月 12 日付け付議第 23号事件、 平成 20年 3月 12 日付け付議第 3号事件、 平
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成 20年 5月 21日付け付議第 4号事件及び平成 20年 7月 9 日付け付議第 6号事件に係る
準備書面(12)並びに平成 19年 3月 23 日付け付議第 1号事件、 平成 l9年 5月 16 日付け
付議第 2号事件、 平成 19年 7月 11日付け付議第 3号事件、 平成 19年 9月 12 日付け付
議第 4号事件、 平成 19 年 11月 14 日付け付議第 22 号事件、 平成 19年 f2月 12 日付け付
議第 23号事件、 平成 20年 3月 12 日付け付議第 3号事件、 平成 20年 5月 21日付け付議
第 4 号事件、 平成 20年 7月 9 日付け付議第 6号事件及び平成 20年 12月 10 日付け付議
第 9号事件に係る準備書面(14)を援用する。
総務大臣は、 右援用した平成 19 年 5月 16 日付け付議第 2 号事件に係る平成 19年 10
月 12 日付け準備書面(1) 23 ページにおいて ｢おって、 詳述する。 ｣ とした本件 pLC に
関する型式指定の適法性については、 以下のとおり主張する。 略称等は、 特に断らない
限り従前の例による。

第 1 型式指定番号第 AT‐08007号に係る処分について

製造業者等の名称 株式会社クールテクノ ロ ジーズ

型式名 H M S-H 1oo i

指定番号 第 AT -08007 号

1 標記機器については、 株式会社クールテクノ ロ ジーズより、 平成 20 年 8 月 6
日、 関東総合通信局電波監理部電波利用環境課に、 総務大臣あての型式指定申請
書(乙 130号証)が提出された。

2 同申請書は、 電波法施行規則第 46条第 1項第 5号に規定する

(1) 型式名
(2) 接続図
(3) 外観(図面及び写真)
(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
ア 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペク トル拡散方式のものにあっ
ては、 搬送波が拡散される周波数の範囲)
イ 伝導妨害波の電流及び電圧
ウ 放射妨害波の電界強度
の各事項について漏れなく記載されていた。 そこで、 平成 20年 8月 7 日付けで、
関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において同申請を受理した。

関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において、電波法施行規則第 46条の

2 第 1項第 5号に掲げる条件である

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変
調方式がスペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの
間にあるものである こと。
(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次のアからウま
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での各表に定める値以下であること。
ア 通信状態における伝導妨害波の電流

周 波 数 帯
許 容 値 ,

(1マイク ロ アンペアを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

150k淵z以上500蛙痘未満 36デシベルから26デ
シベルまで ※

26デシベルから16デ
シベルまで ※

500kl登以上2M H z以下 26デ
ト
シバミノレ 16テ

"
シバミノレ

2M H zを超え 15M H z未満 30デシバミノレ 20デシベル

15M H z以上30M H z以下 20デシベル 10テ
"
シバミノレ

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
イ 非通信状態における伝導妨害波の電圧 .

周 波 数 帯

許 容 値

(1マイク ロ ボルトを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

150k11z以上500k11z未満 66デシベルから56デ
シベルまで ※

56デシベルから46デ
シベルまで ※

500kH z以上5M H z以下 56デシベノレ 46テミシバミノレ

5M H zを超え30M蟹髭以下 60デシベル 50テ
"
シバミノレ

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
ウ 放射妨害波の電界強度

周 波 数 帯

許 容 値

(毎メー トル1マイク ロ ボルトを0デシベルと
する。 )

30M H z以上230M H z以下 30デミシバマレ

230M H zを超え1,00OM H z以
下

37デシベル

(3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定
方法については総務大臣が別に告示したものによること。
(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそ
れがないこと。
(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である
旨が表示されていること。
に適合しているか否かを審査したところ、 別添 1のとおり、 いずれも適合してい

ると認めた。

4 そこで、 電波法施行規則第 46条の 2 第 1項の ｢総務大臣は、 前条の規定による

申請があった場合において、 次の各号の区別に従い、 当該各号に掲げる条件に適

合しているものと認めたときは、 当該申請に係る設備の型式について指定を行

- 3 -



う。 ｣ との規定に基づき広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定し、 同条第 2項
の ｢総務大臣は、 前項の規定による指定を行ったときは、 その旨を申請者に通知
するとともに、 当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。 ｣ との
規定に基づき、 平成 20年 8月 12 日付け関通波環第 371号により申請者に対して
通知するとともに、 平成 20年 12月 9 日、平成 20年総務省告示第 649 号により告
示を行った。

5 よって、 当該機器の型式指定処分は、 適法である。

第 2 型式指定番号第AT‐08008号に係る処分について

製造業者等の名称 ア ドソル日進株式会社
型式名 ES801S063-A
指定番号 第 A T‐08008号

1 標記機器については、 ア ドソル日進株式会社より、 平成 20年 7月 30 日、 関東
総合通信局電波監理部電波利用環境課に、 総務大臣あての型式指定申請書(乙 131
号証)が提出された。

2 同申請書は、 電波法施行規則第 46条第 1項第 5号に規定する

(1) 型式名
(2) 接続図
(3) 外観(図面及び写真)
(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
ア 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペク トル拡散方式のものにあっ
ては、 搬送波が拡散される周波数の範囲)
イ 伝導妨害波の電流及び電圧
ウ 放射妨害波の電界強度
の各事項について漏れなく記載されていた。 そこで、 平成 20年 7月 31日付けで、
関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において同申請を受理した。

3 関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において、電波法施行規則第 46条の

2第 1項第 5号に掲げる条件である

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変
調方式がスペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から･ 30M H z までの
間にあるものであること。
(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次のアからウま
での各表に定める値以下である こと。
ア 通信状態における伝導妨害波の電流

- - 許 容 値 I



周 波 数 帯 (1マイク ロ アンペアを0デシベルとする。 )
準 尖

′
頭 値 平 均 値

150蛙立以上500k11z未満 36デシベルから26デ
シベルまで ※

26デシベルから 16デ
シベルまで ※

500kl1z以上2M ]Hz以下 26デシベル 16デシメミノレ

2M H zを超えl5M H z未満 30デたシバミノレ 20デシベル

15M H z以上30M H z以下 20デ
ト
シバミノレ 10デシベル

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
イ 非通信状態における伝導妨害波の電圧

周 波 数 帯
許 容 値

.

(lマイク ロ ボルトをoデシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

150k]1z以上500k11z未満 66デシベルから56デ
シベルまで ※

56デシベルから46デ
シベルまで ※

500k淵z以上5MDE攪以下 56プゞ ･シバミノレ 46デシベル

5M H zを超え30M H z以下 60テ
ゞ
･シバリレ 50デ

"
シハミノレ

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
ウ 放射妨害波の電界強度

許 容 値
･

周 波 数 帯 (毎メートル1マイク ロ ボルトを0デシベルと
する。 )

30M H z以上230M H z以下 30デシベル

230M H zを超え1,00OM H z以 37デシベル
下

(3) (2対こ掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定
方法については総務大臣が別に告示したものによる こと。
(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそ
れがないこと。
(5) 篭体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である
旨が表示されていること。
に適合しているか否かを審査したところ、 別添 2 のとおり、 いずれも適合してい

ると認めた。

4 そこで、 電波法施行テ規則第 46条の 2第 l項の ｢総務大臣は、 前条の規定による

申請があった場合において、 次の各号の区別に従い、 当該各号に掲げる条件に適

合しているものと認めたとき は、 当該申請に係る設備の型式について指定を行

う。 ｣ との規定に基づき広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定し、 同条第 2項
の ｢総務大臣は、 前項の規定による指定を行ったときは、 その旨を申請者に通知

するとともに、 当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。 ｣ との
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規定に基づき、 平成 20年 8月 12 日付け関通波環第 373号により申請者に対して
通知するとともに、 平成 20年 l2月 9 日、 平成 20年総務省告示第 649号により告
示を行った。

-b よって、 当該機器の型式指定処分は、 適法である。

型式指定番号第 AT‐08009 号に係る処分について

製造業者等の名称 株式会社ルネサスソリ ューシ ョ ンズ

型式名 ROK 508000D 102B R
指定番号 第 AT‐08009 号

　

標記機器については、 株式会社ルネサスソリューシ ョ ンズより、 平成 20 年 8
月 18 日、 関東総合通信局電波監理部電波利用環境課に、 総務大臣あての型式指定
申請書(乙 132 号証)が提出された。

同申請書は、 電波法施行規則第 46条第 1項第 5号に規定する

(1) 型式名
(2) 接続図
(3) 外観(図面及び写真)
(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
ア 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペク トル拡散方式のものにあっ
ては、 搬送波が拡散される周波数の範囲)
イ 伝導妨害波の電流及び電圧
ウ 放射妨害波の電界強度
の各事項について漏れなく記載されていた。 そこで、平成 20年 8月 29 日付けで、
関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において同申請を受理した。

関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において、電波法施行規則第 46条の

2 第 1項第 5号に掲げる条件である

(1) 搬送波の周波数が 2M ]Hz から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変
調方式がスペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの
間にあるものである こと。
(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次のアからウま
での各表に定める値以下であること。
ア 通信状態における伝導妨害波の電流

第 3

1

2

3

　l 容 値
淋 溝 糺 出 れ ノ れ 一マ、′ 。マニ^ ゞも ごボ亀 L ムブ ~
周 孜 懲 帝 IQ マイ ク u ノ ンヘノ化 Uブンヘノしこりゐ o j

. I 準 尖 頭 治直 I 平 均 値 I
　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　

l l150k11z以上500kH z未満 36デシベルから26デ 26デシベルから16デ
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シベルまで ※ シベルまで ※

500k11z以上2M H z以下 26デシベル 16デシベル

2M H zを超え15M H z未満 30デシベル 20デシベル

15M H z以上30M H z以下 20デ
"
シバリレ 10デシベル

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
イ 非通信状態における伝導妨害波の電圧

周 波 数 帯
許 容 値

(1マイク ロ ボルトを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

150k1江z以上500kH z未満 66デシベルから56デ
シベルまで ※

56デシベルから46デ
シベルまで ※

500虹1z以上5M H z以下 56デシベル 46デシベル

5M H zを超え30M H z以下 60デ ･シベル 50デシベル

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
ウ 放射妨害波の電界強度

周 波 数 帯

許 容 値

(毎メートル1マイク ロ ボルトを0デシベルと
する。 )

30M H z以上230M H z以下 30デシベル

230M H zを超え1,00OM H z以
下

37デシベル

(3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定
方法については総務大臣が別に告示したものによること。
(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそ
れがないこと。
(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である
旨が表示されていること。
に適合しているか否かを審査したところ、 別添 3 のとおり、 いずれも適合してい

ると認めた。

4 そこで、 電波法施行規則第 46条の 2第 1項の ｢総務大臣は、 前条の規定による

申請があった場合において、 次の各号の区別に従い、 当該各号に掲げる条件に適

合しているものと認めたときは、 当該申請に係る設備の型式について指定を行

う。 ｣ との規定に基づき広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定し、 同条第 2項

の ｢総務大臣は、 前項の規定による指定を行ったときは、 その旨を申請者に通知

するとともに、 当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。 ｣ との

規定に基づき、平成 20年 9月 5 日付け開通波環第 406号により申請者に対して通

知するとともに、 平成 20年 12月 9 日、 平成 20年総務省告示第 649号により告示

を行った。
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5 よって、 当該機器の型式指定処分は、 適法である。

第 4 型式指定番号第 AT‐08010号に係る処分について

製造業者等の名称 株式会社タムラ製作所
型式名 L‐23200024‐00
指定番号 第 AT‐08010号

1 標記機器については、 株式会社タムラ製作所より、 平成 20年 9月 11日、 関東
総合通信局電波監理部電波利用環境課に、 総務大臣あての型式指定申請書(乙 133
号証)が提出された。

2 同申請書は、 電波法施行規則第 46条第 1項第 5号に規定する

(D 型式名
(2) 接続図
(3) 外観(図面及び写真)
(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
ア 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペク トル拡散方式のものにあ っ
ては、 搬送波が拡散される周波数の範囲)
イ 伝導妨害波の電流及び電圧
ウ 放射妨害波の電界強度
の各事項について漏れなく記載されていた。 そこで、 平成 20年 9月 11日付けで、
関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において同申請を受理した。

関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において、電波法施行規則第 46条の

2 第 1項第 5号に掲げる条件である

(1) 搬送波の周波数が 2M舷 から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変
調方式がスペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの
間にあるものであること。
(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次のアからウま
での各表に定める値以下である こと。
ア 通信状態における伝導妨害波の電流

3

周 波 数 帯
許 容 値

(lマイク ロアンペアを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

150k1Iz以上500山H z未満 36デシベルから26デ
シベルまで 、 ※

26デシベルから16デ
シベルまで ※

下 26デシベル 16デシベル
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2M H zを超え 15M H z未満 30デシベル 20デシベル

15M H z以上30M H z以下 20テミシバミノレ 10デシベル
注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

イ 非通信状態における伝導妨害波の電圧

許 容 値

周 波 数 帯 (1マイク ロ ボルトを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

150k淵z以上500k1濾z未満 66デシベルから56デ 56デシベルから46デ
シベルまで ※ シベルまで ※

500k11z以上5M H z以下 56デシベル 46デシベル

5M H zを超え30M H z以下 60デシベル 50デシベル

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
ウ 放射妨害波の電界強度

周 波 数 帯
許 容 値

(毎メートル1マイク ロボルトを0デシベルと
する。 )

30M H z以上230M H z以下 ･ 3Gデシバミノレ

230M H zを超え 1,00OM H z以
下

37テ
"
シバミノレ

(3). (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定
方法については総務大臣が別に告示したものによること。
(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそ
れがない こ と。
(5) 饉体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である
旨が表示されている こと。
に適合しているか否かを審査したところ、 別添 4 のとおり、 いずれも適合して

いると認めた。
なお、 本設備は、 通信端子と して R S-232C イ ンターフェースによるものと

R S4 85イ ンターフェースによるものの 2種類 (同時使用は不可能であり、 いずれ
か一方のみ使用可能) を備えていることから、 通信端子として R S-232C イ ンター
フ ェースを使用した測定と、 R S4 85イ ンターフェースを使用した測定の両方を行

っており、 そのいずれもが適合しているものと認めた (別添 4 には、 許容値との
差が最小である測定値を記載している。 ) 。

4 そこで、 電波法施行規則第 46条の 2 第 1項の ｢総務大臣は、 前条の規定による

申請があった場合において、 次の各号の区別に従い、 当該各号に掲げる条件に適

合しているものと認めたときは、 当該申請に係る設備の型式について指定を行
う。 ｣ との規定に基づき広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定し、 同条第 2項
の ｢総務大臣は、 前項の規定による指定を行ったときは、 その旨を申請者に通知
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するとともに、 当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。 ｣ との
規定に基づき、 平成 20年 9月 18 日付け関通波環第 420号により申請者に対して
通知するとともに、 平成 20年 12月 9 日、 平成 20年総務省告示第 649号により告
示を行った。

5 よって、 当該機器の型式指定処分は、 適法である。

第 5 型式指定番号第 DT‐08003号に係る処分について

製造業者等の名称 株式会社アイ ･ オー ･ データ機器
型式名 PLC -ET/M 2
指定番号 ･ 第 DT‐08003 号

1 標記機器については、 株式会社アイ ･ オー ･データ機器より、 平成 20年 8月 7
日、 北陸総合通信局無線通信部監視調査課に、 総務大臣あての型式指定申請書(乙
134 号証)が提出された。

2 同申請書は、 電波法施行規則第 46条第 1項第 5号に規定する
(1) 型式名
(2) 接続図
(3) 外観(図面及び写真)
(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
ア 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペク トル拡散方式のものにあっ
ては、 搬送波が拡散される周波数の範囲)
イ 伝導妨害波の電流及び電圧
ウ 放射妨害波の電界強度
の各事項について漏れなく記載されていた。 そこで、平成 20年 8月 11日付けで、
北陸総合通信局無線通信部監視調査課において同申請を受理した。

3 北陸総合通信局無線通信部監視調査課において、 電波法施行規則第 46 条の 2
第 1項第 5号に掲げる条件である

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変
調方式がスペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの
間にあるものであること。
(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次のアからウま
での各表に定める値以下であること。
ア 通信状態における伝導妨害波の電流

準 尖 頭 値 ･ 平 均 値
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15鎌H z以上500kH z未満 36デシベルから26デ
シベルまで ※

26デシベルから16デ
シベルまで ※

500k]1z以上2M H z以下 26デシベル 16デシベル

2M H zを超え 15M H z未満 30デシバミノレ 20デシベノレ

15M H z以上30M H z以下 20デシベル 10デシベル

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
イ 非通信状態における伝導妨害波の電圧

周 波 数 帯

許 容 、 値

(1マイク ロ ボルトを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

l50k淵z以上500k11z未満 66デシベルから56デ
シベルまで ※

56デシベルから46デ
シベルまで ※

500k11z以上5M H z以下 56デシバミノレ 46デシバミノレ

5M H zを超え30M H z以下 60テ"シバミノレ 50デシベル

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
ウ 放射妨害波の電界強度

周 波 数 帯
許 容 値

(毎メー トルlマイク ロ ボルトを0デシベルと
する。 )

30M H z以上230M H z以下 30デシベル

230M H zを超えLOOOM H z以
下

37デシベル

(3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定
方法については総務大臣が別に告示したものによること。
(4) その設備の操作に伴っ て人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそ
れがない こと。
(5) 饉体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である
旨が表示されている こと。
に適合しているか否かを審査したところ、 別添 5 のとおり、 いずれも適合してい

ると認めた。

4 そこで、 電波法施行規則第 46条の 2 第 l項の ｢総務大臣は、 前条の規定による

申請があった場合において、 次の各号の区別に従い、 当該各号に掲げる条件に適

合しているものと認めたときは、 当該申請に係る設備の型式について指定を行

う。 ｣ との規定に基づき広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定し、 同条第 2項

の ｢総務大臣は、 前項の規定による指定を行ったときは、 その旨を申請者に通知

するとともに、 当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。 ｣ との

規定に基づき、 平成 20年 9月 17 日付け陸通監第 255号により申請者に対して通

知するとともに、 平成 20年 12月 9 日、平成 20年総務省告示第 649 号により告示
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を行った。

5 よって、 当該機器の型式指定処分は、 適法である。

第 6 型式指定番号第 HT‐08003号に係る処分について

製造業者等の名称 パナソニ ック コミ ュニケーシ ョ ンズ株式会社
型式名 V L -CP850
指定番号 第 H T‐08003号

1 標記機器については、 パナソニ ック コミ ュニケーシ ョ ンズ株式会社より、 平成
20 年 6月 30 日、 .九州総合通信局電波監理部電波利用環境課に、 総務大臣あての
型式指定申請書(乙 135号証)が提出された。

2 同申請書は、 電波法施行規則第 46条第 1項第 5号に規定する

(1) 型式名
(2) 接続図
(3) 外観(図面及び写真)
(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
ア 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペク トル拡散方式のものにあっ
ては、 搬送波が拡散される周波数の範囲)
イ 伝導妨害波の電流及び電圧
ウ 放射妨害波の電界強度
の各事項について漏れなく記載されていた。 そこで、 平成 20年 7月 1日付けで、
九州総合通信局電波監理部電波利用環境課において同申請を受理した。

3 九州総合通信局電波監理部電波利用環境課において、電波法施行規則第 46条の

2 第 1項第 5号に掲げる条件である

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変
調方式がスペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの
間にあるものであること。
(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次のアからウま
での各表に定める値以下であること。
ア 通信状態における伝導妨害波の電流

許 容 値
周 波 数 帯 (1マイク ロ アンペアをoデシベルとする。 )

準 尖 頭 値 平 均 値
150蛙滋以上500k11z未満 36デシベルから26デ 26デシベルから16デ

シベルまで ※ シベルまで ※
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5ook1寸z以上2M H z以下 26デシベル 16デシベノレ

2M H zを超え 15M H z未満 30デシベノレ 20デシベノレ

15M H z以上30M H z以下 20テミシバミノレ 10デシベノレ

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
イ 非通信状態における伝導妨害波の電圧

許 容 値
周 波 数 帯 (1マイク ロ ボルトを0デシベルとする。 )

準 尖 頭 値 平 均 値

150k温z以上500k1度未満 66デシベルから56デ 56デシベルから46デ
シベルまで ※ シベルまで ※

500k淵z以上5M H z以下 56デシベル 46デシベル

5M H zを超え30M H z以下 60デシベル 50デシベル
注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

ウ 放射妨害波の電界強度

周 波 数 帯
許 容 値

(毎メートル1マイク ロ ボルトを0デシベルと
する。 )

30M H z以上230M H z以下 30テミシバミノレ

230M H zを超えLOOOM H z以
下

37デシベル

(3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定
方法については総務大臣が別に告示したものによる こと。
(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそ
れがないこと。
(5) 億体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である
旨が表示されている こと。
に適合しているか否かを審査したところ、 別添 6 のとおり、 いずれも適合してい
ると認めた。

4 そ こ で、 電波法施行規則第 46条の 2 第 1項の ｢総務大臣は、 前条の規定による

申請があった場合において、 次の各号の区別に従い、 当該各号に掲げる条件に適
合しているものと認めたときは、 当該申請に係る設備の型式について指定を行

う。 ｣ との規定に基づき広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定し、 同条第 2項
の ｢総務大臣は、 前項の規定による指定を行ったときは、 その旨を申請者に通知

するとともに、 当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。 ｣ との

規定に基づき、 平成 20年 7月 23 日付け九通環第 340号により申請者に対して通

知するとともに、 平成 20年 12月 9 日、平成 20年総務省告示第 649号により告示
を行った。
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よ っ て、 当該機器の型式指定処分は、 適法である。5

第 7 型式指定番号第 HT‐08004号に係る処分について

製造業者等の名称 パナソニ ック コミュニケーシ ョ ンズ株式会社
型式名 BL‐PA 510
指定番号 第 H T‐08004 号

標記機器については、 パナソニ ック コミ ュニケーシ ョ ンズ株式会社より、 平成
20年 7月 3 日、 九州総合通信局電波監理部電波利用環境課に、 総務大臣あての型
式指定申請書(乙 136 号証)が提出された。

同申請書は、 電波法施行規則第 46条第 1項第 5号に規定する

(1) 型式名
(2) 接続図
(3) 外観(図面及び写真)
(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
ア 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペク トル拡散方式のものにあっ
ては、 搬送波が拡散される周波数の範囲)
イ 伝導妨害波の電流及び電圧

ウ 放射妨害波の電界強度
の各事項について漏れなく記載されていた。 そこで、 平成 20年 7月 4 日付けで、
九州総合通信局電波監理部電波利用環境課において同申請を受理した。

2

九州総合通信局電波監理部電波利用環境課において、電波法施行規則第 46条の

2 第 1項第 5号に掲げる条件である

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変
調方式がスペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの
間にあるものであること。
(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次のアからウま
での各表に定める値以下であること。
ア 通信状態における伝導妨害波の電流

3

周 波 数 帯
許 , 容 値

(1マイク ロ アンペアを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 . 均 値

150k11z以上500k淵z未満 36デシベルから26デ
シベルまで ※

26デシベルから 16デ
シベルまで .※

500k淵z以上2M H z以下 26テミシバミノレ 16デミシバミノレ

2M H zを超え 15M H z未満 30デシベル 20デシベル

‐ 14 -



f15M H z以上30M H z以下 趣デシベル hoデシベル ｣
注 ※を付した値は、 .周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。

イ 非通信状態における伝導妨害波の電圧

周 波 数 帯
許 容 値

(1マイク ロボルトを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

l50kE度以上500kIIZ未満 66デシベルから56デ
シベルまで ※

56デシベルから46デ
シベルまで ※

500kH z以上5M H z以下 56デシベル 46デたシバリレ

5M H zを超え30M H z以下 60デシベノレ 50デ"シバミノレ

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直 的に減少した値とする。
ウ 放射妨害波の電界強度

周 波 数 帯
許 容 値 ･

(毎メー トル1マイク ロ ボルトを0デシベルと
する。 )

30M H z以上230M H z以下 30デシベノレ

230M H zを超え 1,00OM H z以
下

37テミシハミノレ

(3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定
方法については総務大臣が別に告示したものによること。
(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそ
れがない こと。
(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である
旨が表示されている こと。
に適合しているか否かを審査したと こ ろ、 別添 7 のとおり、 いずれも適合してい

ると認めた。
なお、 本設備は、 ノイズフィルターつきの電源線が添付されていることから、
添付される電源線を用いた測定と、 ノイズフィルターがついていない通常使用す
るものと同じ特性の電源線を用いた測定の両方を行っており、 そのいずれもが適

合しているものと認めた (別添 7 には、 許容値との差が最小である測定値を記載
している。 ) 。

4 そ こ で、 電波法施行規則第 46条の 2第 1項の ｢総務大臣は、 前条の規定による

申請があった場合において、 次の各号の区別に従い、 当該各号に掲げる条件に適

合しているものと認めたときは、 当該申請に係る設備の型式について指定を行

う。 ｣ との規定に基づき広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定し、 同条第 2項
の ｢総務大臣は、 前項の規定による指定を行ったときは、 その旨を申請者に通知

するとともに、 当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。 ｣ との

規定に基づき、 平成 20年 7月 23 日付け九通環第 341号により申請者に対して通
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知するとともに、 平成 20年 12月 9 日、 平成 20年総務省告示第 649号により告示
を行った。

5 よって、 当該機器の型式指定処分は、 適法である。

第 8 型式指定番号第 AT‐08011号に係る処分について

製造業者等の名称 株式会社日立製作所
型式名 PTPLC
指定番号 第 A T‐08011号

1 標記機器については、 株式会社日立製作所より、 平成 20年 9月 17 日、 関東総
合通信局電波監理部電波利用環境課に、総務大臣あての型式指定申請書(乙 137号
証)が提出された。

2 同申請書は、 電波法施行規則第 46条第 1項第 5号に規定する

(1) 型式名
(2) 接続図
(3) 外観(図面及び写真)
(4) 次に掲げる事項の設計値及び測定値
ア 搬送波の周波数(搬送波の変調の方式がスペク トル拡散方式のものにあっ
ては、 搬送波が拡散される周波数の範囲)
イ 伝導妨害波の電流及び電圧
ウ 放射妨害波の電界強度
の各事項について漏れなく記載されていた。 そこで、平成 20年 9月 24 日付けで、
関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において同申請を受理した。

3 関東総合通信局電波監理部電波利用環境課において、電波法施行規則第 46条の
2 第 1項第 5 号に掲げる条件である

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変
調方式がスペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの
間にあるものであること。
(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次のアからウま
での各表に定める値以下であること。
ア 通信状態における伝導妨害波の電流

許 容 値
周 波 数 帯 マイク ロアンペアを0デシベルとする。

準 尖 頭 値 平 均 値
6デシベルから26デ 26デシベルから16デ
シベルまで ※ シベルまで ※
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500鰹まz以上2M H z以下 26テミシハミノレ 16デシベノレ

2M H zを超え15M H z未満 30デシベル 20テミシバミノレ

15M H z以上30M H z以下 20デシベル 10デシベル

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
イ 非通信状態における伝導妨害波の電圧

周 波 数 帯
許 容 値

(1マイク ロ ボルトを0デシベルとする。 )
準 尖 頭 値 平 均 値

150k11z以上500蛙虚未満 66デシベルから56デ
シベルまで ※

56デシベルから46デ
シベルまで ※

500k淵z以上5M H z以下 56デ
ゞ
シハミノレ 46デシベノレ

5M H zを超え30M H z以下 60デシベル 50テ
9
シバミノレ5M H zを超え30M H z以下 60デシベル 50デシベル

注 ※を付した値は、 周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
ウ 放射妨害波の電界強度

周 波 数 帯
. 許 容 値

(毎メー トル1マイク ロ ボルトを0デシベルと
する。 )

30M H z以上230M H z以下 30デミシハリレ

230M H zを超えも00OM H z以
下

37デシベノレ

(3) (2)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定
方法については総務大臣が別に告示したものによること。
(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそ
れがないこと。
(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である
旨が表示されてい.ること。
に適合しているか否かを審査したところ、 別添 8 のとおり、 いずれも適合してい

ると認めた。

4 そ こ で、 電波法施行規則第 46条の 2 第 1項の ｢総務大臣は、 前条の規定による

申請があった場合において、 次の各号の区別に従い、 当該各号に掲げる条件に適

合しているものと認めたとき は、 当該申請に係る設備の型式について指定を行

う。 ｣ との規定に基づき広帯域電力線搬送通信設備の型式を指定し、 同条第 2項
の ｢総務大臣は、 前項の規定による指定を行っ たときは、 その旨を申請者に通知

するとともに、 当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。 ｣ との

規定に基づき、平成 20年 10月 14 日付け開通波環第 447号により申請者に対して

通知するとともに、 平成 20年 12月 9 日、 平成 20年総務省告示第 657号により告

示を行った。





(別添 1 ) (型式名 :艶M s-H loo)

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変調方式が
スペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M ]Hz から 30M H z までの間にあるものであ
ること。
21 9M H z から 27.93M H z までであり、 規定の範囲内である。

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次の (- ) から (三). ま
での各表 (別表略) に定める値以下であること。
(- ) 通信状態における伝導妨害波の電流
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。 )
150kH区以上 500船立未満 0.20103M B転 において準尖頭値 5,5℃旧 “ A (281 dB)

500蛙立以上 2M H z以下

2M B区を超え 15NDE立未満

15M H z以上 30N柾立以下

0.20103M B髭において平均値
1.61707NDE髭 において準尖頭値

1.61707N態度において平均値

4,57029NDE磁 において準尖頭値

4.57029即日乾 において平均値

27.850l4M m睦 において準尖頭値

27.85014NDH立 において平均値

2･8dB 影 A (20･8盤3)
45 dB “ A (21.5dB)
l.3dB 彩 A (l4.7dB)
l7.6d旧 彩 A (12.4dB)
10.odB 〃 A (10,odB)
15.8dB 粁 A (4.2dB)
8.8dB “ A (1.2dB)

(二) 非通信状態における伝導妨害波の電圧
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示 し、 括弧内は許容値との差である。)
150蛭滋以上 500k王立未満 0.30292M田睨 において準尖頭値 37.5dB 戸 V (22.7dB)

500船肱以上 5MDE立以下

5M m区を超え 30MD日立以下

0.30292MDHZ において平均値

05 0523MDH惚 において準尖頭値

05 0523M田惚 において平均値

51 6246M m区において準尖頭値

幻6246MD版 において平均値

371 dB “ V (13.ldB)
34,odB “ V (22.0dB)
33.8dB “ V (l2.2dB)
303 dB J4 V (29.7dB)
21,6dB " V (28.4dB)

(三) 放射妨害波の電界強度
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)
30M o屹以上 230MD版以下 160.003MDH盟 において垂直幅波 27,3dB 彩 V′m (2.7dB)
230M粒を超え 100ohdu舷以下 479.996即日乾において垂直幅波 35.9dB 料 V/mくu dB)
いずれも、 規定の許容値以内に収まっている。

(3) (2)で掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法につ
いては、 総務大臣が別に告示するところによること。
試験条件と して、 ｢総務省告示第 5 2 0 号 (平成 1 8 年 1 0月 4 日) に定める
測定法による ｣ 旨が明記されている。

(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそれがない
こと。
箇体に収められている。

(5) 饉体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示
されていること。
表示されている。



(別添 2 ) (型式名 : E S801S063-A )

(1) 搬送波の周波数が 2M OHz から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変調方式が
スペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M DH Z までの間にあるものであ
ること。
2.564M H z、 5.124M H z、 6.404b4H z、 7.684M H z 及び 8.964M CH Z であり、 規定の範
囲内である。

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次の (- ) からく三) ま
での各表 (別表略) に定める値以下である こと。
(一) 通信状態における伝導妨害波の電流
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。 )

l50蛭立以上 500蛭玄未満 0.360MDH区において準尖頭値 14 4℃逍 粁 A (14.3dB)

03 60MDE度において平均値 13.9dB 粁 人(4,8dB)

500蛙磁以上 2MD舷以下 0.604MDH立において準尖頭値 5.8dB 粁 A (20.2dB)
06 04MDH医 において平均値 3.7dB “ A (l2.3dB)

2MDHZを超え路M田虚未満 7.675M H zにおいて準尖頭値 18 8dB は A Q 1.2C旧)
7.675M出立において平均値 12.8dB 料 A (7.2dB)

15MDH区以上 30M B立以下 22.431M H z において準尖頭値 4.6dB 料 A (l5.4dB)
22.431M DF転において平均値 ‐11.6dB P A (2 1 6dB)

(二) 非通信状態における伝導妨害波の電圧
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値と の差である。)

150kH z以上 500船立未満 03 53MQE立 において準尖頭値 47.7dB 彩 V (1l2 dB)

0.353MDE立 において平均値 44,4dB “ V (4.5dB)

500蛭lz以上 5M 0H z 以下 0.542D“惣 において準尖頭値 38.8dB 粁 V (17.2dB)

0.724MDH区において平均値 33,odB 料 V (13.odB)

5M雌zを超え 30M [H z以下 9.546M出立 において準尖頭値 25.6dB “ V (34.4dB)

9.546M E立 において平均値 20.6dB 彩 V (294 dB)

(三) 放射妨害波の電界強度
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)

30M DH Z以上230MDE物以下 44.864M出立において垂直砺波 25,9dB “ W m (4.ldB)
230MDE区を超え 100OMD舷以下 655.351M H zにおいて水平偏波 29.9dB “ Vm (7,ldB)
いずれも、 規定の許容値以内に収ま っている。

(3) (2)で掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法につ
いては、 総務大臣が別に告示するところによる こと。
測定方法として、 ｢平成 1 8 年総務省告示第 5 2 0 号 ｣ である旨が明記されて
いる。

(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそれがない
こと。
饉体に収められている。

(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示
されている こと。
表示されている。



(別添 3 ) (型式名 : R OK 508000D 102B R)

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M E立 までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変調方式が
スペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M ]Hz から 30M H z までの間にあるものであ
ること。
2.544M ]Hz、 5.136M H z、 6.416M H z、 7,696M H z 及び 8.976M ]H z であり、 規定の範
囲内である。

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次の (- ) から (三) ま
での各表 (別表略) に定める値以下である こと。
(一) 通信状態における伝導妨害波の電流
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。 )

150蛭滋以上 500MHZ 未満 0.253M出立 において準尖頭値 12.odB 彩 A (19.7dB)

500kIlz 以上 2M ]H z以下

2MDE立を超え 15MDH区未満

15ND版以上 30NDE立以下

0.253M m皮において平均値

0.731MOE立 において準尖頭値

0,731MDH Zにおいて平均値

6.402Mu曲 において準尖頭値

6.402MOH立において平均値

18.192M掛物 において準尖頭値

181 92M DHZ において平均値

-0.ldB “ A (21、8dB)
lo.od旧 糾 A (16.odB)
9.2dB " A (6.8dB)
15.8dB 粁 A (14.2dB)
5.6dB 料 A (l4.4dB)
-2,1C旧 彩 A (22.k旧)
‐10.4dB 〃 A (20.4dB)

(二) 非通信状態における伝導妨害波の電圧
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)

150虻HZ 以上 500蛙立未満 0.206MDE度 において準尖頭値 44.4dB " V (19.odB)

0.206MDH区 において平均値 34.4dB 払 V Q 9.od旧)

500蛭滋以上 5MDE立以下 0.73lMDH度 に おいて準尖頭値 38.9dB 〃 V (17.ldB)

0.731渕肱 において平均値 391 dB 粁 V (6.9dB)

5MDE髭を超え30NOE転以下 21 206M態度 において準尖頭値 '233 dB “ V (36.7dB)

232 06M H zにおいて平均値 22.2dB 料 V (27.8dB)

(三) 放射妨害波の電界強度
(いずれもゞ 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)

30M態度以上 230NDE立以下 l39.520MDE髭 において垂直偏波 粥.5dB 彩 W m (1l5 dB)
230M H z を超え 100OMDH立以下 655.4m M出立において水平偏波 27.7dB " V′m (93 dB)
いずれも、 規定の許容値以内に収ま っている。

(3) (2)で掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法につ
いては、 総務大臣が別に告示すると こ ろによること。
測定方法と して、 ｢平成 1 8 年総務省告示第 5 2 0 号｣ である旨が明記されて
いる。

(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそれがない
こと。 .

塵体に収められている。

(5) 簾体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示
されていること。
表示されている。



(別添4 ) (型式名 : L‐23200024‐00)

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変調方式が
スペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの間にあるものであ
ること。
2.006M H z ~ 23.192M ]H z (R S‐485イ ンターフェース使用時) であり、 規定の範囲
内である。

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次の (一) から (三) ま
での各表 (別表略) に定める値以下であること。
(一) 通信状態における伝導妨害波の電流
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。 )
l50蛭立以上 500kH z未満 0.4957M H zにおいて準尖頭値(R S-232C) o.7dB 料 A (25.4dB)

o,4957MbE髭 において平均値(R S-232C) 4 .odB 彩 A (20.ldB)
500蛙立以上2M ]Hz以下 0.6232MDE髭において準尖頭値(R S4 85) -0.4dB “ A (264 dB)

o.6232MDB度 において平均値 (R S4 85) -5.odB “ A (21.odB)
2MDH髭を超え 15MDE琺未満 l2.ll52MDE立 において準尖頭値 (R S-232C) 17.ldB “ A (12.9dB)

12,l152M比乙において平均値(R S-232C) -0.8dB “ A (20.8dB)
15MDE立以上 30M螢彪以下 22.8382M0H z において準尖頭値(RS4 85) la ldB “ A (0,9dB)

22.8382M H z において平均値 (RS 4 85) 3.odB “ A (7.odB)
(二) 非通信状態における伝導妨害波の電圧
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示 し、 括弧内は許容値との差である。)
150妃lz以上 500krl髭未満 0,4998M H z において準尖頭値(R S4 85) 33.6dB “ V (22.4dB)

o.4998M怪物 において平均値(RS4 85) ･ 26.9dB 影 V (19,ldB)
500k1lz以上 5MDE琺以下 0,5033M田立 において準尖頭値(R S4 85) 3u dB “ V (24.9dB)

05 033MDE虚 において平均値 (RS4 85) 23.8dB 彩 V (22.2dB)
沁樹z を超え 30Mロ粒以下 8.46513皿故 において準尖頭値 (R S-232C) 245 dB “ V (355 dB)

8.46513MD舷 において平均値 (R S-232C) 16.3dB “ V (33.7(lB)
(三) 放射妨害波の電界強度
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)
30M Hz以上230MDE度以下 111,995MD転覆 において垂直偏波 (R S4 85) 27.2dB 影 V /m (2.8dB)
230MDE区を超え loooM DE立以下 933.326即日区において水平編波 (RS -232C) 34 0dB “ v/m (3.odB)
いずれも、 規定の許容値以内に収まっている。

(3) (2)で掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法につ
いては、 総務大臣が別に告示するところによる こと。
測定条件等と して、 ｢総務省告示第 5 2 0 号 (平成 1 8 年 1 0月 4 日) に定め
る測定法による ｣ 旨が明記されている。

(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそれがない
こと。
饉体に収められている。

(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示
されていること。
表示されている。



(別添 5 ) (型式名 : PL C -ET魚42)

(1) 搬送波の周波数が 2M ]Hz から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変調方式が
スペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M ]Hz までの間にあるものであ
ること。
2.04609M H z ~ 27.9659M H z であり、 規定の範囲内である。

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次の (一) から (三) ま
での各表 (別表略) に定める値以下であること。
(一) 通信状態における伝導妨害波の電流
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。 )
150k1滋以上 500蛭立未満 317.閑散において準尖頭値 4 2dB 料 A (25.6dB)

305.o蛭立 において平均値 1.2dB 彩 A (l8.9C田)
500軽度以上 2M碑捻以下 ･ l,4856M硬度 において準尖頭値 0.3(旧 p A (25.7dB)

L4918MQ巨魁 において平均値 ‐16.5dB 弘 A (32 5dB)
2MDH靱を超え l5MD巨吃未満 杵.8931M OH Zにおいて準尖頭値 262 dB “ A (3.8dB)

14.893靴態度 において平均値 l6,7dB 〃 A (3.3dB)
l5MD出以上 30M H z以下 臘6243剥E立において準尖頭値 18.9dB 料 A (u dB)

】5 6243NQE髭 において平均値 8.8dB “ A (1.2dB)
(二) 非通信状態における伝導妨害波の電圧
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)
150蛙立以上 500対立未満 317,5屋虚 において準尖頭値 . 35.7dB 彩 V (24,ldB) .

3l7.5畑乾におい て平均値 34.7dB “ V (l51 dB)
500蛙立以上 5NDE立以下 949.0劇故 において準尖頭値 293 dB “ V (26,7dB)

949.okH zにおいて平均値 24.4dB “ V (2l.6dB)
5M故を超え30組曲以下 23,1276M聖霊 において準尖頭値 28.odB 料 V (32.odB)

21 1276M出立 において平均値 24.4dB 粁 V (25.6dB)
(三) 放射妨害波の電界強度
(いずれも、 許容値と の差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)
30MDHZ以上 230NOE立以下 1625 07M dE立 において垂直側波 25 2dB “ V′m (4 8dB)
230M E勁を超え loooMd曲以下 930.643即位 において水平偏波 ゞ 28.6dB " V/m (8,4dB)
いずれも、 規定の許容値以内に収まっている。

(3) (2)で掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法につ
いては、 総務大臣が別に告示すると ころによること。
試験方法と して、 ｢総務省告示第五百二十号の測定方法により測定｣ した旨が
明記されている。

(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそれがない
こと。
箇体に収められている。

(5) 簾体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示
されていること。
表示されている。



(別添 6 ) (型式名 : V L -CP850)

(1) 搬送波の周波数が 2M DH z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変調方式が
スペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M ]H z から 30M H z までの間にあるものであ
ること。
2.0461M H z ~ 28.024lM H z であり、 規定の範囲内である･

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 .次の (一) から (三) ま
での各表 (別表略) に定める値以下であること。
(一) 通信状態における伝導妨害波の電流
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。 )
150船盪以上 50okl玄米満 211.okH z において準尖頭値 7.9dB “ A (25.3dB)

500蛭物以上 2NDE度以下

2M B虚を超え l5MDE捻未満

15MO舷以上 30MDH乾以下

2u .0妃舷 Iとおいて平均値

60& ok淵嬢において準尖頭値

608.0蛙立 において平均値

14.892lMDE立 において準尖頭値

14.8921M E虚 において平均値
15.9920MDE度 において準尖頭値

26.61n y匪転 において平均値

4 7℃旧 粁 A (27,9証3)
.2.7d日 糾 A (第.7dB)
‐12.7dB 彩 A (28.7dB)
25.3dB 彩 A (4.7dB)
5.odB 彩 A (15,odB)
l8.ldB “ A (1.9dB)
1.8dB “ A (8.2dB)

(二) 非通信状態における伝導妨害波の電圧
(いずれも、 許容値と の差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)
l50kH z以上 500態度未満 295.7船立 において準尖頭値

･
46,5dB “ V (13,9dB)

l50.0虻舷 において平均値 48,1dB “ V (7.9dB)
500短虚以上 5M駐留以下 962.5雑1z において準尖頭値 30.odB 料 V (26.odB)

962.5畑区 において平均値 245 dB 糾 V (2l.5dB)
5NDL栩を超え30MDH立以下 23.1275MDB度において準尖頭値 295 dB 料 Vくめ.5dB)

23.l275MDE立 において平均値 28.odB “ V (22.odB)
(三) 放射妨害波の電界強度
(いずれも、 許容値と の差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)
30M H z以上230M H z以下 101.904皿版 において垂直偏波 23.9dB “ V′m (6.1dB)
おOM H Zを超え l00OM態度以下 350 003MDE髭 において水平偏波 25.ldB “ V痛く1L 9dB)
いずれも、 規定の許容値以内に収まっている。

(3) (2)で掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法につ
いては、 総務大臣が別に告示するところによること。
試験方法と して、 ｢総務省告示第五百二十号の測定方法により測定｣
明記されている。

(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそれがない
こと。
麓体に収められている。

(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示
されていること。
表示されている。

した旨が



(別添 7 ) (型式名 : B L -PA 5lo)

(1) 搬送波の周波数が 2M H z から 30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変調方式が
スペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M ]Hz から 30M H z までの間にあるものであ
ること。
2.0461M H z ~ 27.9078"=H z であり、 規定の範囲内である。

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次の (一) から (三) ま
での各表 (別表略) に定める値以下であること。
(一) 通信状態における伝導妨害波の電流
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示 し、 括弧内は許容値との差である。 )

l50kH区以上 500kH z未満 220.2蛭物 において準尖頭値 (フィルターなし) 5.8dB " A (27.odB)
220 2帖立において平均値 (フィルターなし) 3.ldB 粁 A (19、7dB)

500蛭滋以上 2MDE髭以下 1.4338M Hz において準尖頭値(フィルターあり) 3.5dB “ A (225 dB)
550,鍬モ窒において平均値(フィルターなし) -L3dB J1 A (17,3dB)

2M態度を超え l5M IHz未満 14.8927M qHz において準尖頭値(フィルタ-あり) 24,9dB “ A (5.ldB)
l4.8927N蛙脇 において平均値(フィルターあり) l6.odB “ A (4.odB)

15N出立以上 30M OH Z以下 15.l367NDE脇 に おいて準尖頭値 (フイルタ-あり) 18.odB 彩 A (2 0dB)
22.2l65忍ぼ彪において平均値 (フィルターあり) 8.7dB 粁 A (l.3dB)

(二) 非通信状態における伝導妨害波の電圧
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)

150蛭立以上 500蛙立未満 344.6蛙立において準尖頭値(フィルターなし) 35.9dB 料 V (232 dB)
344,6辺故 に おいて平均値(フィルターなし) 34.8dB “ V (l4 3dB)

500kH区以上 5即し物以下 3.3572MDE立において準尖頭値(フィルターあり) 32.odB “ V (24.odB)
557,0蛭立において平均値(フィルターなし) 29.5dB 粁 V (165 dB)

5MDE物を超え 30M□舷以下 14.0130MD曲において準尖頭値(フィルタ-あり) 20.9dB “ V (39.ldB)
14,0130M田螺 において平均値(フィルターあり) l3.4dB P V (36.6dB)

(三) 放射妨害波の電界強度
(いずれも、 許容値と の差が最小である周波数における測定値を示 し、 括弧内は許容値との差である。)
30Mu肱以上 230MDE髭以下 106.704MDH胚において垂直偏波 (フィルターなし) 22,3dB “ V′m (7.7dB)

230MDE立を超え 100OM擾互以下 874.997M H zにおいて垂直偏波 (フィルタ-あり) 27.7dB “ W m (9.3dB)
いずれも、 規定の許容値以内に収まっている。

(3) (2)で掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法につ
いては、 総務大臣が別に告示すると ころによる こと。
試験方法と して、 ｢総務省告示第五百二十号の測定方法により測定｣ した旨が
明記されている。

(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそれがない
こと。
箇体に収められている。

(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示
されていること。
表示されている。



(別添 8 ) (型式名 : PTPLC)

(1) 搬送波の周波数が 2M ]H z から30M H z までの範囲にあり、 かつ、 搬送波の変調方式が
スペク トル拡散方式のものは、 拡散範囲が 2M H z から 30M H z までの間にあるものであ
ること。
4.196M H z から 20.857M H z までであり、 規定の範囲内である。

(2) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、 次の (- ) から (三) ま
での各表 (別表略) に定める値以下であること。
(一) 通信状態における伝導妨害波の電流
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。 )
150kを物以上 500蛭虚未満 0.4932M匙 において準尖頭値 9.2dB “ A (l6,9dB)

500畑磁以上 2M OH Z以下

2M DHZ を超え 15M DHZ未満

15M OH Z以上30M態度以下

0.4932M H z【とおいて平均値

0.6245M H zにおいて準尖頭値

0.6245MD日区 において平均値

4.4722M E盪 において準尖頭値
4.4722MDE窃 において平均値

28.1167叔柾髭 において準尖頭値

281 167MDE髭 において平均値

4.8dB “ A (1l.3dB)
10.9dB “ A (主5.1dB)
6.4dB “ A (9.6dB)
9.9C旧 粁 A Q O.ku3)
5.4dB 費 A (l4.6dB)
lo.6dB " A (9.4dB)
6.odB “ A (4.odB)

(二) 非通信状態における伝導妨害波の電圧
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示し、 括弧内は許容値との差である。)
150対立以上 500蛙痘未満 0.41349M舷 において準尖頭値 342 dB 仏 V (23.4dB)

500蛙滋以上 5NnE立以下

5MO虚を超え 30M田圀以下

0.41349MDH髭 において平均値

0.62058M E物において準尖頭値
0.62058M m物において平均値

51 6806絶版 において準尖頭値

5 273M出立 において平均値

34 0dB “ V (13.6dB)
40.2dB “ V (15.8dB)
40･3℃m “ V (57 dB)
29.8dB p v (30.2dB)
27.6d日 野 V (22.4dB)

(三) 放射妨害波の電界強度
(いずれも、 許容値との差が最小である周波数における測定値を示 し、 括弧内は許容値との差である。)
30Mn舷以上 230MOE立以下 224.605MDH度 において水平幅波 25.3dB 粁 Vノm (47 dB)
230D“立を超え loooM庄乾以下 875.00OM H z において水平編波 32.3dB 粁 V′m (4,7dB)
いずれも、 規定の許容値以内に収まっている。

(3) (2)で掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法につ
いては、 総務大臣が別に告示するところによること。
試験方法と して、 ｢告示第五二〇号
る方法である旨が明記されている。

平成 1 8 年 1 0 月 4 日｣ に規定されてい

(4) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、 又は物件に損傷を与えるおそれがない
こと。
饉体に収められている。

(5) 鰹体の見やすい箇所に、 その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示
されていること。
表示されているが


